
「がんに関する留意事項」の概要「がんに関する留意事項」の概要

○ 生涯のうちに、日本人の２人に１人ががんに罹患

○ 年間約85万人※が新たにがんと診断され、うち約３割が就労世代
※国立がん研究センター「がん登録・統計」による2011年推計値

○ がんの５年相対生存率は向上（平成5～8年53.2％ → 平成15～17年58.6％）

○ 仕事を持ちながら、がんで通院している者は約32.5万人※

※平成22年国民生活基礎調査に基づく推計

○ 入院日数は減少傾向にある一方、外来患者は増加傾向

がんに関する基本情報

（治療に関する留意事項）

○ 治療や経過観察の長期化、予期せぬ副作用等の出現等が考えられ、経過によって
就業上の措置や治療への配慮の内容を変更する必要があるため、労働者は次の点
に留意し、事業者に対して必要な情報を提供することが望ましい。

①手術を受ける場合は、手術後の経過や合併症などに個人差があること。

②抗がん剤治療は、１～２週間程度の周期で行うため、副作用によって周期的に
体調変化を認めることがあり、特に倦怠感や免疫力低下が問題となること。

③放射線治療は、基本的に毎日（月～金、数週間）照射を受けることが多いこと。
また、治療中は通院による疲労に加え、治療による倦怠感等が出現することが
あるが、症状の程度には個人差が大きいこと。

（メンタルヘルス面への配慮）

○がんの診断が主要因となってメンタルヘルス不調に陥る場合もあるため、治療の
継続や就業に影響があると考えられる場合には、適切な配慮を行うことが望まし
い。

○がんと診断された者の中には、精神的な動揺や不安から早まって退職を選択する
場合があることにも留意が必要。

治療と職業生活の両立支援に当たっての留意事項

本留意事項は、疾病を有する労働者に対する治療と職業生活の両立支援のうち、特に「がん」に関
して留意すべき事項をまとめたもの。

別紙２


